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松岡 久和

配点100点。［設問1］、［設問2］の配点は、おおむね２：３である。

次の［事実１］読んで下記の［設問１］に、［事実２］を読んで［設問２］にそれぞれ

答えなさい。

［事実１］

１ Ｔは、「田中工芸」の店名で長年の間、京都市内で美術工芸品・古美術品を販売し

て生計を立ててきた。「田中工芸」はＴの個人企業であり、法人化はしていなかった。

２ 近年では、長男Ａ（28歳）が、Ｔを手伝って「田中工芸」の店を切り盛りしていた

が、売上げは芳しくなく、Ａは、妻とも相談して店を辞め、就職してサラリーマンに

なることを希望していた。

３ 次男Ｘ（26歳）は、逆に、いったんは就職して、現在は東京でサラリーマン生活を

送っているが、仕事を辞めて田中工芸の店を引き継いでも良いと言っていた。

４ 令和２年４月１日、３月半ばに重い病気であると診断されたＴは、「『田中工芸』

の土地・建物、商品および『田中工芸』の債権をすべてＸに相続させる。その他のＴ

の財産はＡに相続させる」旨の自筆証書遺言を適式に作成し、長年の友人の弁護士Ｂ

に預けることにして、そのような遺言をしたことをＡとＸに電話で伝えた。ＡもＸも、

Ｔが重病であること、および遺言を作成したことに驚きながらも、その電話で即時に、

その内容には了解する旨の返事をした。

５ 同月１１日、Ｔが亡くなった。Ｔの妻は、すでに他界していて、Ｔと妻の間には、

ＡとＸの２人の子どもがいた。

６ Ｔの自筆証書遺言は、同月１４日にＢがＡおよびＸを同伴して家庭裁判所に提出し、

検認を受け、その場で開封され、ＡおよびＸはその内容を確認した。

７ Ｔの遺言には、ＡとＸに対する「相続させる」旨の文言の間に、「妻との婚姻前に

亡Ｃとの間に生まれたＤは自分の娘であり、Ｄには、○○銀行××支店のＴ名義の定

期預金１０００万円を与える。」という記載がされていて、Ｄの存在を知らなかった

ＡとＸは非常に驚いた。

８ 生前のＴから事情を聞いていたＢは、ＡとＸの依頼を受けて、Ｄに連絡をとり、事

情を伝えたが、Ｄは、「母Ｃを捨てたＴを父とは認めない。Ｔの財産などいらない」

と明確に述べた。

９ 亡Ｔの財産は、Ｔ死亡時に、住居であった甲不動産が約３０００万円（住宅ローン

は完済）、「田中工芸」の店舗であった乙不動産が約２０００万円、在庫商品が２００

０万円、売掛金債権が３００万円、「田中工芸」名義の預金等が１７００万円、借入

金等の債務が１０００万円、その他の預金債権が２０００万円（上記７の定期預金を含

む）であった。

１０ ＡとＸが相談した際に、借入金債務の負担とＴがＤに与えようとした７の定期預

金債権の帰属が争いとなった。
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［設問１］

以上の［事実１］をふまえ、次の問いに答えなさい。その際、後の［事実２］を考慮し

ないこと。

(1)令和２年４月末の時点で、ＡＸ間でＴの遺産の分割について合意ができなければ、

借入金債務の負担と定期預金債権の帰属はどうなるか。

(2)令和２年７月３１日、Ａに１億円を貸し付けていたＡの債権者Ｙが、甲および乙不

動産についてＡに代位して、ＡＸの持分を平等とする共同相続の登記を行ったうえ、

それぞれのＡの持分２分の１を差し押さえた場合、ＸはＹに対して何らかの主張を

することができるか。

［事実２］

１１ ＡＸＹ間での和解により、Ｘは乙不動産を含め「田中工芸」の財産を債務を含め

て相続することになり、乙について単独の所有権移転登記を備えた。Ｘは、乙に抵

当権を設定して銀行から借入れを行い、借入金債務をすべて弁済した。

１２ Ｘは、「田中工芸」の店の改装と宣伝等のための費用５００万円を、年利１２％、

元利合計を３か月後に返済する約束で同業者Ｅから借り入れ、その担保として「田

中工芸」の店の在庫商品全部の所有権をＥに移転し、占有改定による引渡しをすま

せた。この金銭消費貸借および譲渡担保の契約には、「ＸはＥの所有する在庫商品

を無償で預かり、善良な管理者の注意をもって保管する。Ｘが商品を売却する場合

には事前にＥの承諾を得ることとする。Ｘがこの契約の約定に反した場合または差

押え、仮差押え、破産もしくは民事再生の申立てを受けた場合には、Ｅは直ちに元

利合計金の返済を求めることおよび預託した商品の残り全部の返還を請求すること

ができる。」旨の定めがあった。

１３ 借入れ後の１か月の間には合計７０万円相当の顧客があったが、Ｘは、売買契約

を結ぶ前に、その都度Ｅに電話連絡をして、売却についての承諾を得ていた。

１４ 借入れからちょうど１か月後にＸは、債権者Ｆから「田中工芸」の店頭の商品

に差押えを受けた。しかし、Ｘの異議に基づく調査により、ＦのＸに対する債権は

すでに弁済により消滅していたところ、Ｆの従業員の横領のための経理操作によっ

て未弁済となっていたことがすぐに判明した。そこで差押えの２日後には、Ｆは差

押えを取り下げた。

１５ Ｅは、かねてから、古美術商を開業するため店頭商品の確保を望んでいたＺから

古美術品を高くまとめ買いするとの申込みを受けていた。Ｘに対して差押えがされ

たとの情報を得たＥは、すみやかにＸに保管させていた残りの商品を１５００万円

の支払と引換えにＺに売却し、Ｘに対して、譲渡担保を実行した旨の通知を行った。

［設問２］

以上の［事実２］をふまえ、Ｚが「田中工芸」の店頭の全商品の引渡しをＸに求めた場

合に、考えられるＸの主張を検討しなさい。


